
○四日市市障害福祉サービス事業所等通所費給付要綱 

平成２０年２月１８日 

告示第３９号 

改正 平成２２年３月３１日告示第１３９号 

平成２４年３月２９日告示第１００号 

平成２５年３月６日告示第７１号 

平成２７年２月２４日告示第５６号 

令和５年４月１日告示第２２６号 

令和５年７月３日告示第４５４号 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第１項に規定する障害

福祉サービスを提供する事業所等（以下「事業所等」という。）に通所する障害者

（以下「通所者」という。）に対し、その通所に要する費用（以下「通所費」とい

う。）の一部を予算の範囲内において給付することにより、障害者の社会参加を促

進し、地域における生活を支援することを目的とする。  

（一部改正〔平成２５年告示７１号〕） 

（給付対象者及び給付対象経路） 

第２条 この要綱に定める対象者は、本市に住所を有し、法第５条に規定する生活介

護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援Ｂ型を提供する事業所の通所者とす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、送迎サービスが実施されている事業所等の通所者及び

他に通所費の助成等を受けている通所者は給付の対象としない。ただし、送迎サー

ビスが実施されている事業所等の通所者のうち、送迎経路が自宅から著しく離れて

いる等の理由により、公共交通機関（電車及びバスに限る。以下同じ。）又は自動

車による通所が適当であると市長が認めたものはこの限りでない。 

３ 前２項において、自動車を利用する通所者については、通所距離が片道２キロメ

ートル以上ある場合に限る。 

４ この要綱において給付対象となる通所費については、最も経済的かつ合理的と認

められる通所の経路及び方法により算出された、居宅から当該事業所までの通所に

要する費用による額（以下「所要額」いう。）とする。ただし、通所者が、心身の

状況等により最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法を利用
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することが困難な場合においてはこの限りではない。  

 （給付基準額） 

第３条 所要額は、居宅から当該事業所までの通所にかかる片道分の額（以下「基準

額（片道）」という。）に２を乗じた金額（以下「基準額（日額）」とする。）に

通所日数を乗じた額とする。この場合において、往路と復路で基準額（片道）の額

が異なる場合においては、それぞれの合計額を基準額（日額）とする。  

２ 通所者が公共交通機関を利用した場合における基準額（片道）の算出方法は、別

表第１に規定する方法による。 

３ 通所者が自動車を利用した場合における基準額（片道）は、別表第２に規定する

額とする。 

４ 公共交通機関と自動車の両方を利用する通所者にあっては、前２項に規定する額

の合計額を基準額（片道）とする。 

 （所要額） 

第４条 所要額は、基準額（日額）に通所日数を乗じた額とする。ただし、公共交通

機関を利用した場合においては、公共交通機関に係る所要額は１か月定期券の額（

割引後）を上限とする。 

 （給付額） 

第５条 通所費の給付額は、通所者、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の関係にある者を含む。）の課税状況に応じ、別表第３により算定し

た額とする。 

２ 前項における給付額の算定については、通所の事実の発生日が１０月から３月ま

での間である場合はその日が属する年度の課税状況により、４月から９月までの間

である場合はその日が属する年度の前年度の課税状況により算定するものとする。  

３ 四日市障害保健福祉圏域（四日市市、菰野町、川越町及び朝日町の区域をい

う。）以外の事業所等に通所する場合の給付額（月額）は１万５０００円を上限と

する。 

 （申請） 

第６条 通所費の給付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、四日市市

障害福祉サービス事業所等通所費給付（変更）申請書（第１号様式。以下「申請

書」という。）により、事業所等の代表者を経由して市長に申請しなければならな

い。 

２ 代表者は前項の申請があったときは、記載事項を確認のうえ市長に提出するもの
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とする。 

 （給付の決定） 

第７条 市長は、前条第１項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、給付の

可否及び給付額を決定し、四日市市障害福祉サービス事業所等通所費給付決定（却

下・変更）通知書（第２号様式。以下「通知書」という。）により申請者に通知す

るものとする。 

 （有効期間） 

第８条 前条第２項の規定による支給決定の有効期間は、決定日から毎年９月末日ま

でとする。 

２ 支給決定を受けた者（以下「受給者」という。）は、有効期間満了後も引き続き

給付の継続を希望するときは、第６条第１項の申請書により毎年８月末日までに事

業所等の代表者を経由して改めて市長に申請しなければならない。  

 （変更申請） 

第９条 受給者は、当該申請にかかる内容に変更があったときは、その事由が生じた

日（以下「変更日」という。）から１か月以内に、申請書により、事業所等の代表

者を経由して市長に申請しなければならない。  

２ 代表者は前項の申請があったときは、記載事項を確認のうえ市長に提出するもの

とする。 

 （変更決定） 

第１０条 市長は、前条第１項の申請があったときは、変更内容を審査のうえ、給付

の可否及び給付額を変更決定し、通知書により申請者に通知するものとする。  

 （給付金の請求） 

第１１条 受給者は、１月、４月、７月及び１０月の各月１０日までに、四日市市障

害福祉サービス事業所等通所費給付金請求書（第３号様式）を対象事業所の代表者

を経由して、対象事業所ごとに市長に請求しなければならない。  

２ 第２条第４項ただし書きの適用を受け、他の経路及び方法により第７条の給付決

定を受けた受給者にあっては、前項の請求に際し、当該経路及び方法により通所を

行ったことを証する書類を添付しなければならない。  

 （給付金の支払） 

第１２条 市長は、受給者から請求があったときは、内容を審査し、四半期毎に給付

金を支払うものとする。 

２ 第１０条に規定する給付額の変更決定がされた場合において、変更後の給付額は
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変更日に属する月の翌月から適用するものとする。ただし、変更日が月の初日であ

った場合は当該月から変更後の給付額を適用するものとする。 

 （決定の取消） 

第１３条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第７条の規定に

よる給付決定を取り消すことができるものとする。  

(1) 第２条に規定する対象者でなくなったとき。  

(2) 死亡したとき。 

(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。  

(4)  その他給付の要件を満たしていないと認められたとき。  

２ 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、四日市市障害福祉サービス事業

所等通所費給付決定取消通知書（第４号様式）により受給者に通知するものとす

る。 

 （給付金の返還） 

第１４条 市長は、受給者が偽り、その他不正の手段により給付を受けたときは、そ

の者から給付金の全部又は一部を返還させることができる。  

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  

附 則（平成２２年３月３１日告示第１３９号）  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則（平成２４年３月２９日告示第１００号）  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 改正前の四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成事業実施要綱第５条の規

定により支給決定を受けた者の通所費の助成については、なお従前の例による。  

附 則（平成２５年３月６日告示第７１号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

（経過措置） 
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２ 改正後の四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成事業実施要綱の規定は、

この要綱の施行の日以後の通所に要した費用に係る助成から適用し、同日前の通所

に要した費用に係る助成は、なお従前の例による。  

附 則（平成２７年２月２４日告示第５６号）  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 改正後の四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成事業実施要綱の規定は、

この要綱の施行の日以後の通所に要した費用に係る助成から適用し、同日前の通所

に要した費用に係る助成は、なお従前の例による。 

附 則（令和５年４月１日告示第２２６号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ 改正後の四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成事業実施要綱（以下「新

要綱」という。）の規定は、新要綱の施行の日以後の通所に要した費用に係る給付

から適用し、同日前の通所に要した費用に係る助成は、なお従前の例による。  

 （準備行為） 

３ 新要綱の規定により通所に要した費用を給付するために必要な準備行為は、新要

綱の施行前においても行うことができる。 

 （四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正）  

４ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱（令和３年四日市市告示第

１８２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 

（押印の省略）  

第２条  次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表

の中欄に掲げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、

押印を要しないものとする。ただし、同表の右欄に掲げる条件を満たす

場合に限る。  

 要綱名 手続又は様式 備考  

 （略）  
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 四日市市高額地域

生活支援事業利用

者負担扶助費支給

要綱（平成１９年四

日市市告示第４０

８号） 

（略）  

 四 日 市 市 障 害 者

(児 )日中一時支援

事業実施要綱（平成

２０年四日市市告

示第９０号） 

（略）  

 （略）  

 

附 則（令和５年７月３日告示第４５４号） 

（施行期日） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 

（健康福祉部障害福祉課） 

 

別表第１（第３条関係） 

基準額（片道）＝１か月定期券の額（割引後）／通所日数１５日／２  

  ただし、片道運賃（割引後）が上記基準額（片道）と比較して比較して低い場合

は、片道運賃（割引後）の額を基に基準額を算出することする（通所者が、心身の

状況等により最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法を利用

することが困難な場合においてはこの限りではない。）。  

 

別表第２（第３条関係）  

片道距離区分  日額（片道）  

１キロ以上２キロ未満 １９円 

２キロ以上５キロ未満 ４７円 
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５キロ以上１０キロ未満 １００円 

１０キロ以上１５キロ未満 １６９円 

１５キロ以上２０キロ未満 ２３８円 

２０キロ以上 ３０７円 

 

別表第３（第５条関係） 

区分  世帯の収入状況  給付額  

生活保護  生活保護受給世帯  

所要額全額（ただし、自動車又は原

動 機 付 き 自 転 車 を 利 用 す る 場 合 に

限る。）  

低所得 市町村民税非課税世

帯 

所要額全額 

一般 市町村民税課税世帯 所要額の２分の１ 
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第１号様式（第６条、第９条関係） 

（表面） 

四日市市障害福祉サービス事業所等通所費給付（変更）申請書 

 

四日市市長 

 

 四日市市障害福祉サービス事業所等通所費給付要綱第６条又は第９条の規定により、通

所費給付（変更）について、次のとおり申請します。 

 
申請年月日     年  月  日  

申

請

者 

フ リ ガ ナ  

生年月日      年  月  日 
氏 名              

住 所 
〒 
 

電話番号 

通 所 事 業 所 等  

申 請 理 由 □ 新規  □ 更新（ □変更あり □変更なし） □ 変更 

事実の発生年月日 年  月  日 

津
通
所
方
法 

通所方法 □ 電車     □ バス     □ 自動車 

利用交通機関名 区間 定期券利用 往路・復路 備考 ※２ 

１   有 ・ 無 往 ・ 復  

2   有 ・ 無 往 ・ 復  

3   有 ・ 無 往 ・ 復  

自動車  
自宅～通所事業所までの距離 

（片道） ※１ 
㎞ 往 ・ 復  

※１ 自動車を利用の場合は、裏面を記入のこと。 

※２ 四日市市障害福祉サービス事業所等通所費給付要綱第２条第４項のただし書きの定

により申請を行う場合は、備考欄に以下の理由を記載のこと。 

     （理由：１．バス定期券の利用が必要、２．特定の条件において利用が必要、３．その他） 

同意書 

私は、この申請に係る事務を行うため、四日市市長が市の保有する私及び私の世帯

に関する個人情報（障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの支給決定に係る情

報、住民基本台帳情報、税情報等）を利用することに同意します。 

     年  月  日 

氏 名            ※署名又は記名押印 
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（裏面） 

 

通所届 

                      

運 転 者 氏 名 

 

通所者との続柄 

 

通 所 距 離 片道    キロ 

備 考 

 

通所経路図 
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第２号様式（第７条、第１０条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

四日市市障害福祉サービス事業所等通所費給付決定（変更・却下）通知書 

 

        様 

 
四日市市長            印 

 

     年  月  日付けで申請のあった通所費給付について、四日市市障害福祉サ

ービス事業所等通所費給付要綱第７条又は第１０条の規定により、次のとおり給付を決定

（却下）したので通知します。 

申 

請 

者 

フ リ ガ ナ  

生年月日      年  月  日 
氏 名 

 
 
 

住 所 
 
 
 

給 付 の 可 否 決定   ・  却下 

有 効 期 間 年  月  日 ～     年  月  日 

通 所 事 業 所 等  

基準額（日額） 円 

内訳 
（単位：円） 

交通機関１ 交通機関２ 交通機関３ 交通機関４ 自動車１ 自動車２ 

      

所 要 額 基準額（日額）×通所日数  

給 付 額   所要額全額    ・   所要額の２分の１ 

備 考 

・公共交通機関を利用した場合の所要額については、１か月定期券の額（割引後）

を上限とする。 

・四日市障害保健福祉圏域外の事業所等に通所する場合の給付額（月額）は、 

１万５０００円を上限とする。 

・当要綱第２条第４項のただし書きの規定の適用を受ける場合は、請求時に当該 

経路により通所があったことを証する書類を添付すること。 

 

却 下 理 由   
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第３号様式（第１１条関係） 

年  月  日  

四日市市障害福祉サービス事業所等通所費給付請求書 

 四日市市長 

 

受給者においては、当事業所に下記日数の通所があったため、四日市市障害福祉

サービス事業所等通所費給付要綱第１１条の規定により、通所費の給付を次のとおり請求

します。     

事業所名： 

               所 在 地： 

                          代 表 者：              ※署名又は記名押印 

事業所名  

受給者名  住所  

 
 

給
付
対
象
月 

通所方法  

Ａ  

通所  

日数  

Ｂ  

基準額  

（日額）  

所要額  

定期  
定期外  

自動車  

所要額  

（月額）  

Ｃ   

Ａ×Ｂ  

Ｄ   

１か月  

定期の額  

Ｅ  

Ｃ又はＤ  

の少ない額  

Ｆ  

Ａ×Ｂ  

Ｇ  

Ｅ＋Ｆ  

 

 

 

  

月    

交通機関１         

交通機関２        

交通機関３        

交通機関４        

自 動 車 １       

自 動 車 ２       

①合計   

 

 

 

  

月    

交通機関１         

交通機関２        

交通機関３        

交通機関４        

自 動 車 １       

自 動 車 ２       

②合計   

 

 

 

  

月    

交通機関１         

交通機関２        

交通機関３        

交通機関４        

自 動 車 １       

自 動 車 ２       

③合計   

 所要額 (① +② +③ ) 給付額  請求額  ※備考  

 所要額全額  ・  所要額の２分の１   添付書類有  

添付書類無  ※圏域外は月額 15,000 円が上限  

※  当要綱第２条第４項のただし書きの規定の適用がある場合は、当該経路により通所があったことを  

証する書類を添付すること。  
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第４号様式（第１３条関係） 

 

 

第     号   

年  月  日   

 

四日市市障害福祉サービス事業所等通所費給付決定取消通知書 

 

 

            様 

 

四日市市長           印 

 

 四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成事業実施要綱第１３条第１項の規定

により、下記のとおり通所費助成決定を取消したので通知します。 

 

記 

 

受

給

者 

フ リ ガ ナ  
生年月日      年  月  日 

氏 名  

住 所  

取 消 年 月 日  

取 消 理 由  
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